
様式第１号（第６条関係）

現況地目 　宅地 形状

登記地目 　宅地 状況

建ぺい率

その他の規制等

交　　　　通

東北電力

プロパンガス

公営水道、農業集落排水

※距離は直線距離

物　件　事　項　説　明　書

物　件　番　号 第１号

所　　在　　地 福島県須賀川市岩渕字笊池７２番１

地積（実測） 627.18㎡ 不整形地

地積（登記） 627.18㎡ 更地

接面道路状況
西側に幅員約7.5ｍの舗装道(市道Ⅰ-６号線、県道木ノ崎岩淵線)が配置しています。
北側に幅員約2.5ｍの舗装市道(市道4210号線)が配置しています。

占有物・付属物 電力柱、外構（階段、擁壁）、植栽

土地境界確認 確定済み

区域区分 用途地域 指定容積率

ＪＲ東北本線　鏡石駅まで約2.4㎞(直線距離)
ＪＲ東北本線　須賀川駅まで約6.2㎞(直線距離)

電気

周辺地域の設備 ガス

給排水

近隣の状況

備　　　　考

法
規
制
等

都市計画法及
び建築基準法
に基づく制限 都市計画区域外 ― ― ―

･当該物件は、ＪＲ東北本線鏡石駅から2.4km、ＪＲ東北本線須賀川駅から約6.2
㎞に位置し、商業施設の接近性については、南東側約2.3㎞付近に「イオンスー
パーセンター鏡石店」が存しています。
･当該物件の北側約240mには須賀川市立義務教育学校稲田学園が、北東約260m付
近に稲田保育園が存しています。
・北側約310m付近に稲田コミュニティセンター、北東側約5.3kmに須賀川市役所
が位置しています。

①令和２年まで稲田公民館敷地として利用されていました。現在建物は解体され更地と
なっています。
②敷地北側の市道4210号線と接している部分について、L型擁壁及び階段、植栽があ
ります。L型擁壁の底盤は売却対象地側の地下に埋まっている可能性があります。
③ ②のL型擁壁及び階段については、市道4210号線の機能維持(土留め）の役割を果
たしていますので、道路機能に影響が出ないよう購入者側で土地利用・維持いただく
ようお願いします。取壊し等の現状変更を計画する場合は、必ず事前に市道路河川課
へ相談してください。
④上記のとおり、土地利用に一定の制限が発生する面積(約55㎡)が含まれることをご
了承ください。（別紙「制限箇所イメージ図」のとおり）
⑤土地の売却や相続等により土地所有者が変更となる場合、必ず②～④の事項を新し
い所有者へ引継ぎください。
⑥敷地内(南西側)に東北電力の電力柱が１本あります。所有者変更や撤去等の相談は購
入者側でご対応ください。
⑦物件は現状有姿での引渡しとなります。現地確認及び諸規制の確認は必ず行ってくだ
さい。
⑧現状と記載が異なった場合、現状が優先されます。
⑨売買物件が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるときも、市
は落札者に対して一切責任を負いません。また、購入者は市に対して何らの請求もでき
ないほか、契約の解除をすることもできません。



案 内 図

※地図中「稲田小学校」は現在「稲田学園」です。
※地図中「須賀川市役所・稲田出張所」(旧稲田公民館)は解体済みです。

明 細 図

市道Ⅰ-6号
線

対象物件
　岩渕字笊池72番1



制 限 箇 所 イ メ ー ジ 図

制限箇所(見込)

市道4210号線

階段



No.1

南西側から撮影

※赤線は境界イメージです。

詳細は地積測量図や現場状況を

参照してください。(以下、同。)

No.2

北西側から撮影

No.3

北側から撮影



No.4

北東側から撮影

No.5

北東部　

外構(階段)

No.6

北部

外構(植栽・擁壁)









土 地 売 買 契 約 書 

 

 売払人 須賀川市（以下「甲」という。）と買受人      （以下「乙」という。）と

は、次の条項により土地売買契約を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 （売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 

所 在 地 地 目 面 積（㎡） 

須賀川市岩渕字笊池 72 番 1 宅地 627.18 

２ 売買物件の敷地内北側の市道 4210 号線と接している部分について、L 型擁壁及び階

段、植栽が存在し、現状有姿での引き渡しとする。 

３ 乙は、前項の L 型擁壁の底盤が売買物件側の地下に埋まっている可能性があることを

承知したうえでこの売買物件を購入する。 

４ 第２項の L 型擁壁及び階段については、市道 4210 号線の機能維持(土留め）の役割を

果たしているため、乙は道路機能に影響が出ないように土地利用及び維持管理を行うも

のとし、取壊し等の現状変更を計画する場合は、必ず事前に市道路河川課へ相談するこ

とに合意した。 

５ 将来、土地の売却や相続等により土地所有者が変更となる場合、必ず第３項及び第４

項の事項について新しい所有者へ引き継ぐものとする。 

 （売買方法） 

第３条 売り渡す物件は、上記の面積とし、現状のまま売り渡すものとする。 

 （売買代金） 

第４条 売買代金は、金          円とする。 

 （売買代金の納入方法） 

第５条 乙は、売買代金をこの契約締結日から６０日以内に、甲の発行する納入通知書に

より、指定する機関に指定する期日までに納入しなければならない。 

 （所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が第４条に定める売買代金の支払いを完了したときに、

甲から乙に移転するものとする。 

 （売買物件の引渡し） 

第７条 甲は、前条の定めにより売買物件の所有権が乙に移転したときに、乙に対し現状

のまま引渡し、乙は売買物件の受領書を甲に提出するものとする。 

 （所有権移転登記） 

第８条 乙は、第７条の定めにより売買物件の所有権が移転したときは、速やかに甲に対

し所有権の移転登記に必要な書類を請求するものとし、甲は、その請求により遅滞なく

関係書類を提出するものとする。 

２ 前項の所有権の移転登記に要する手続き、登録免許税その他の費用は、全て乙の負担

とする。 

 （契約不適合） 

第９条 乙は、本契約締結後、売買物件について品質又は数量その他に関して契約不適合

を発見しても、売買代金の減免もしくは損害賠償の請求、又は契約の解除をすることが

できない。 

 （報告及び通報の義務） 

第10条 乙は、暴力団等による不当介入を受けたときは、須賀川市の締結する契約等に係

（案） 



る暴力団等排除措置要綱（平成２２年７月１日制定。以下「暴力団等排除措置要綱」と

いう。）第７条第１項に規定する報告及び通報をしなければならない。 

 （契約の解除） 

第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができ

る。 

（１）第５条に定める期間内に売買代金を納入しないとき。 

（２）本契約条項に違反したとき。 

（３）暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受けたとき。 

 （返還金及び違約金等） 

第12条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還す

る。ただし、当該返還金には利息を付さないものとする。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切

の費用は返還しない。 

４ 甲が解除権を行使したときは、乙は売買代金の１割を違約金として支払わなければな

らない。 

 （公租公課の負担） 

第13条 売買物件に係る公租公課の負担については、物件の引き渡しを行った日から乙の

負担とする。 

 （原状回復義務） 

第14条 乙は、甲が第11条の定めにより、解除権を行使したときは、甲の指定期日までに

売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に

回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項の定めるところにより、売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期

日までに売買物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

 （損害賠償） 

第15条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、その損

害の賠償を請求できる。 

 （契約の費用） 

第16条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 （疑義の決定） 

第17条 本契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項

については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 本契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、両者記名押印のうえ各自１通を保 

有する。 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 

甲（売払人） 須賀川市 

                    

代表者 須賀川市長 大寺 正晃 

 

 

乙（買受人） 住所  

 



氏名                ㊞ 


